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■ 女性防火クラブに参加してみませんか
　家庭からの火災を防止するため、日頃か
ら家庭で火気を取り扱う機会の多い女性
が、防火に関する知識、119 番通報や避
難の要領などを学び、安心・安全な地域を
築くことを目的に活動しています。
　火災や災害時には、地域に根差した女
性の力が必要になります。あなたの自治
会でも女性防火クラブを設立しませんか。
　詳しくは、問い合わせ先へ

 消防本部予防室　  63‐1412

違反対象物の公表制度が始まります
 消防本部予防室　  63‐1412

重大な消防法令違反とは

火災予防週間にかかる運動

火災予防の街頭啓発

記載の電話番号は、問い合わせ先です。
開催場所(    )の連絡先とは限りません。所

女性のための相談
※予約優先（祝日は休み）

弁護士相談〔6月14日金午前10時～午後4時〕 
◎弁護士が既に相手方の相談を受理している場合または、相談者が裁判中の案件の場合は不可

交通事故相談〔6月7日金・20日木 午後1時～3時〕

行政相談  〔6月20日木 午後1時～3時〕

司法書士相談〔6月21日金 午後1時～4時〕

行政書士相談〔6月27日木 午後1時～4時〕

市民・多重債務相談 ※申込不要〔平日 午前8時30分～午後5時15分〕

法テラス法律相談〔6月26日水 午後1時～4時〕　 市役所  0503383‐5470 

人権相談〔6月4日火午前10時～午後3時・18日火 午後1時30分～4時〕　人権センター  63‐7909 

介護相談〔平日 午前8時30分～午後5時15分〕 　地域包括支援センター  63‐7833
◎各地域の「まちの保健室」でも相談を実施。詳しくは地域包括支援センターへ

障害者福祉相談〔平日 午前8時30分～午後5時15分〕　  地域包括支援センター　  63‐7833

年金相談〔6月11日火 ・25日火午前10時～午後2時45分〕 　アスピア  059‐228‐9112

女性弁護士による法律相談※要予約〔6月7日金 午前10時～正午、午後1時～3時〕

　　　　　　　　　　　　〔毎週水曜日 午前9時～正午〕

　　　　　　　　　　　　〔毎週金曜日 午後1時～4時〕──────

男性のための相談 ※予約優先〔6月13日木 午後5時～7時〕

メンタルヘルス相談  ※要予約〔6月20日木 午前10時～正午・25日火午後1時～4時〕

職業相談（ハローワークプラザ名張）〔平日 午前8時30分～午後5時15分〕　ふれあい  63‐0900

女性DV相談〔平日 午前8時30分～午後5時15分〕※まず電話でご相談を   63‐2517

家庭児童相談〔平日 午前8時30分～午後5時15分〕  ふれあい相談室　  63‐2515

育児相談〔火～土曜日 午前9時30分～午後5時（日・月曜日、祝日は休館）〕
　　　　　　こども支援センターかがやき（桔梗が丘西3） 　67‐0250

母子家庭相談〔平日（水曜以外） 午前10時～午後5時〕　子ども家庭室  63‐7594

子ども相談〔平日 午前8時30分～午後5時15分〕　ふれあい相談室  63‐3118

不登校相談〔平日 午前8時30分～午後5時15分〕 　適応指導教室(百合が丘西）  63‐7830

教育よろず相談〔平日 午前8時30分～午後5時15分（土曜は正午まで）〕　  教育センター   64‐8801

青少年悩み相談〔平日 午前9時～午後5時（土曜は正午まで)〕   青少年補導センター(百合が丘西）  63‐7867

子どもの発達相談〔平日 午前8時30分～午後5時15分〕　子ども発達支援センター  62‐1088

乳幼児健康相談〔6月5日水 午前9時30分～11時受付〕  保健センター  63‐6970

食生活・健康相談〔6月4日火 午前9時～11時〕※要予約      健康・子育て支援室  63‐6970

がん・難病相談〔6月15日土 午後1時～4時〕　勤労者福祉会館   63‐5515

在宅医療相談〔平日午前9時～午後5時〕　在宅医療支援センター  48‐7840

申込受付は、5月20日月
午前8時30分から。
各相談には定員あり（先
着順）。各専門相談は年
度ごとでそれぞれ1回限り
市民相談室　  63‐7416所
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　 63‐5336
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6月の相談

　平成 24年５月広島県福山市で発生したホ
テル火災などを受け、平成 26年 4月から建
物の利用者が火災の危険性に関する情報を
入手し、安心して利用することができるよ
う、重大な法令違反のある建物情報を公表
する制度がはじまりました。市でも、この
制度を来年 4月 1日から始めます。

　設置が義務付けられているにもかかわらず、屋
内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報
知設備のいずれかが一切設置されていない建物が
重大な消防法令違反に当たります。
対象となる建物
　飲食店、物品販売店、ホテルなどの不特定多
数の人が利用する建物や、病院・社会福祉施設
などの避難が困難な人が利用する建物です。
公表内容　※市ホームページで公表します
　1. 建物の名称
　2. 建物の所在地
　3. 違反の内容など　
　  ◎建物の用途変更や増築・改築を行う場合などは、事前に消防に
　  相談することをお勧めします。


